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３．事業の実施状況 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 在宅歯科医療を実施するための設備整備事業 【総事業費】

12,689 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県歯科医師会 

事業の期間 平成 31 年 4 月 1 日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

高齢化の進行に伴い、通院が困難な状態になった高齢者や在宅

療養を行う人等に対し、必要な歯科医療が提供できるよう、在

宅歯科診療体制の構築と共に、それらに対応できる人材の育成

及び確保が求められている。 

アウトカム指標：在宅療養支援歯科診療所数 

 134 か所（H29 年度）→141 か所（R1 年度） 

事業の内容（当初計画） 山形県が開催する在宅歯科医師等養成講習会等を修了した歯

科医師が常勤する歯科診療所に対して、在宅歯科診療を実施す

るために必要となる医療機器等の初度設備に要する経費の一

部を補助する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

在宅歯科診療を実施する診療所への補助 13 か所（R1 年度） 

アウトプット指標（達

成値） 

在宅歯科診療を実施する診療所への補助 9か所（R1 年度） 

設備整備（機器購入）は診療所の総合的な判断によるため結果

として見込みよりも少ない補助件数となった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 在宅療養支援歯科診療所数 141 か所（R1 年度） 

（１）事業の有効性 

 在宅歯科診療を実施するために必要となる医療機器等の初

度設備に要する経費の一部を補助することにより、新たに在宅

歯科診療に取り組む歯科診療所が増加しており、本事業は在宅

歯科医療の推進に有効である。在宅歯科診療に積極的に取り組

む歯科診療所が多い地域と少ない地域の格差があるため、県歯

科医師会や郡市地区歯科医師会と連携を図りながら在宅歯科

医療の推進に取り組む。 

（２）事業の効率性 

 山形県が開催した在宅歯科医師等養成講習会を修了した歯

科医師等に対して、本事業の周知を図ることにより、効率的に

事業申請予定者を把握することができた。 

その他 

Ｈ２６基金充当分 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業

事業名 地域医療支援センター運営事業 【総事業費】

5,951 千円

事業の対象となる区域 村山区域、最上区域、置賜区域、庄内区域 

事業の実施主体 山形県、山形県医師会、山形大学医学部 等 

事業の期間 平成 31年 4 月 1日～令和 2年 3月 31 日 

□継続 ／  終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

人口 10 万人対医師数は全国平均を下回っており、医師不足に対

する対策が必要である。 

アウトカム指標：人口 10 万人対医師数 233.3 人（全国 251.7 人）

（H28 年）→全国平均以上（R2 年） 

事業の内容（当初計画） 地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に、医師

不足病院への医師の配置等を行うための地域医療支援センター

運営事業として、下記の事業を実施する。

・医師修学資金の貸与

・医学生・研修医に対する情報提供

・医学生に対する地域医療実習の開催

・定年退職医師再就業促進事業

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師派遣・あっせん数：47.5 人(H29)→47.5 人以上(R1) 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数

の割合：100％(R1)

アウトプット指標（達成

値） 

・医師派遣・あっせん数：46.7 人(R1) 

・地域枠卒業医師数に対するキャリア形成プログラム参加医師数

の割合：100％(R1) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：人口 10 万人対医師数

233.3 人（全国 251.7 人）（H28 年）→239.8（全国 258.8 人）（H30

年） 

（１）事業の有効性

山大医学部をはじめとする関係機関と県の連携・協力体制が一層

深まった。

目標達成には至っていないが、臨床研修医の県内定着率は約８割

前後であり、臨床研修医マッチング者数を増やすことが、県内の

医師数の増加に繋がっている。

（２）事業の効率性

センターのもとで一元的に事業を実施することにより、県内の医

師確保対策を効率的に推進することができる。

その他 


